
鞍ケ池公園プレイハウスほか清掃業務委託仕様書 

 この仕様書は、作業の大要を示すものであるが、委託者が美観上または管理上必要と

認める軽微な作業については、この仕様書に示さない事項でも委託者の指示に従って、

指定管理料の範囲で実施するものとする。 

１ 委託名   鞍ケ池公園プレイハウスほか清掃業務委託 

２ 委託場所  豊田市矢並町ほか地内 

３ 清掃作業実施方法 

（１）清掃作業は、毎月月末のプレイハウス閉館後の午後５時以降に実施すること。 

（２）清掃作業年間予定表を委託者に提出し、作業日を変更する場合は、委託者の承認

を得て実施すること。また、作業開始前までに市が契約する警備会社に事前に連絡

すること。 

（３）清掃作業は、別表「定期清掃作業基準表」に示すとおり実施すること。 

（４）清掃作業員は、安全管理上、単独作業は行わないこと。 

（５）清掃器材は、契約者が用意し各清掃個所に適したものを使用すること。 

（６）床面洗浄は他に飛び散らないように行い、ガラス面及びスチール製品等は傷がつ

かないよう留意すること。 

（７）作業完了後、速やかに報告書を提出すること。 

（８）作業において設備等を破損した場合は、修理または原型復旧しなければならない。 
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